
漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て

原

卓

志

目
　
　
次

一
、
は
じ
め
に

二
、
名
詞
・
サ
変
動
詞
用
法
と
副
詞
用
法

三
、
副
詞
用
法
の
分
類

四
、
「
決
定
」
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
の
変
化

五
、
「
善
悪
」
「
是
非
」
　
の
副
詞
用
法
の
成
立

六
、
お
わ
り
に一

は
　
じ
　
め
　
に

国
語
に
お
け
る
漢
語
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
近
年
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
各
資
料
・
各
時
代
に
お
け
る
漢
語
と
和
語
の

語
彙
量
か
ら
の
検
討
を
は
じ
め
と
し
て
、
個
々
の
漢
語
の
語
史
研
究
、
文
体
的
位
相
に
着
目
し
た
研
究
、
更
に
は
語
構
成
の
面
か
ら
漢
語
の

特
性
を
把
え
よ
う
と
す
る
研
究
等
、
多
彩
で
あ
り
、
多
大
な
成
果
を
上
げ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
漢
語
研
究
隆
盛
の
昨
今
で
す
ら
、
未

だ
個
々
の
漢
語
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
詳
細
に
研
究
さ
れ
た
も
の
は
多
く
を
見
ず
、
漢
語
の
歴
史
研
究
は
、
今
ま
さ
に
そ
の
緒
に
就
い
た
所

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て

五
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六

国
語
に
お
け
る
漢
語
の
歴
史
を
考
究
す
る
た
め
に
は
、
漢
籍
・
仏
典
等
中
国
古
典
に
お
け
る
意
味
・
用
法
と
の
比
較
を
は
じ
め
と
し
て
、

日
本
に
お
け
る
時
代
別
・
文
献
別
の
量
的
研
究
の
上
に
、
個
々
の
漢
語
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
、
前
時
代
と
の
つ
な
が
り
や
、
位
相
上
の

問
題
等
を
見
据
え
な
が
ら
細
か
く
検
討
し
、
更
に
同
義
・
類
義
の
和
語
と
の
関
係
を
も
検
討
し
積
重
ね
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
積
重
ね
の
上
に
、
漢
語
全
般
に
対
す
る
歴
史
的
な
考
察
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
意
図
に
基
い
て
、
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
を
取
上
げ
、

（1）

中
世
前
半
期
の
公
家
日
記
・
古
文
書
類
を
主
な
資
料
と
し
て
、
個
々
の
漢
語
の
用
法
を
分
析
し
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
若

干
の
考
察
を
施
し
て
み
た
い
と
思
う
。

な
お
、
中
世
前
半
期
に
見
出
さ
れ
る
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
漢
語
に
は
、
本
稿
で
取
上
げ
る
四
語
の
他
に
「
〓
疋
」
が
あ
る
。

（2）

そ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
は
既
に
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
稿
に
お
け
る
直
接
の
対
象
と
は
せ
ず
、
参
考
程
度
に
触
れ
る
だ
け
に

留
め
た
い
と
思
う
。

二
　
名
詞
・
サ
変
動
詞
用
法
と
副
詞
用
法

「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
に
は
、
本
稿
で
検
討
を
企
図
し
て
い
る
副
詞
用
法
の
他
に
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
、
名
詞
、
或
い
は

サ
変
動
詞
用
法
が
あ
り
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
多
数
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
善
悪
V

O
但
出
世
之
友
、
更
無
他
人
、
蘭
画
之
事
未
蜜
、
（
平
安
遺
文
八
四
四
一
〇
）
僧
最
澄
書
状
・
弘
仁
七
年
頃
）

○
是
説
未
知
葡
萄
、
又
所
不
見
、
猶
可
謂
失
也
、
（
権
記
・
正
暦
四
年
正
月
十
五
日
）

○
召
為
信
真
人
令
定
紅
雪
萄
圏
、
（
小
右
記
・
長
和
三
年
三
月
十
八
日
）

○
予
申
云
、
如
此
之
者
、
不
知
国
之
葡
萄
、
可
有
朝
恩
欺
、
（
同
右
・
長
和
三
年
六
月
十
七
日
）



○
縦
如
然
伸
に
て
も
、
全
不
可
顧
葡
萄
候
、
（
鎌
倉
遺
文
（
三
七
二
）
源
頼
朝
書
状
・
文
治
五
年
）

○
付
善
葡
萄
尤
可
令
掛
酌
給
之
処
、
（
同
右
（
二
四
五
七
）
東
寺
長
者
御
教
書
・
建
保
七
年
）

（
是
非
）

○
但
至
凡
僧
不
知
剣
淵
、
僧
綱
・
威
従
不
預
給
禄
之
列
何
云
㌔
（
貞
信
公
記
・
天
慶
九
年
五
月
四
日
）

○
先
例
公
卿
候
右
伎
座
、
出
居
承
召
召
之
、
而
背
前
例
、
不
知
剋
弗
如
何
、
（
小
右
記
・
永
観
二
年
十
月
二
十
四
日
）

〇
位
不
論
剋
弗
、
寺
使
不
可
寄
徴
之
由
、
召
仰
己
了
、
（
平
安
遺
文
〈
三
八
二
〉
東
大
寺
別
当
平
崇
書
状
案
・
長
保
元
年
）

○
件
鳥
ハ
中
臣
松
犬
丸
か
以
去
年
六
月
十
三
日
被
盗
取
之
馬
甥
中
天
、
不
論
剋
堀
奪
取
巳
了
、
（
同
右
（
五
二
四
）
播
磨
大
操
播
万
貞
成
解
．

長
元
七
年
）

○
不
云
薗
謝
、
令
止
地
頭
給
者
、
可
宣
事
欺
、
（
鎌
倉
遺
文
八
四
二
八
）
後
白
河
法
皇
院
宣
・
文
治
六
年
）

○
無
感
淵
押
入
祐
貫
之
住
宅
、
（
同
右
八
九
三
四
一
）
春
日
社
司
解
・
文
永
二
年
）

○
春
宮
亮
惟
憲
来
談
、
次
云
、
右
兵
衛
督
公
信
昇
進
決
定
由
臼
、
（
小
右
記
・
治
安
元
年
七
月
二
十
四
日
）

○
左
中
弁
経
頼
消
息
云
、
…
…
世
間
触
械
交
来
、
乙
丙
間
未
測
珂
大
略
乙
欺
、
（
同
右
・
萬
寿
二
年
八
月
十
三
日
）

○
官
史
上
日
月
奏
己
紛
失
、
忽
不
可
測
剋
、
其
月
奏
候
御
前
欺
、
（
春
記
・
長
暦
三
年
正
月
六
日
）

○
返
報
云
、
来
月
二
日
可
走
者
、
右
近
相
撲
測
剋
了
云
々
、
（
同
右
・
長
久
二
年
二
月
二
十
八
日
）

○
但
近
来
位
次
又
定
事
也
、
南
所
着
座
者
、
左
少
弁
謝
剋
位
次
也
、
（
兵
範
記
・
仁
安
元
年
十
月
二
十
五
日
裏
書
）

○
往
反
之
間
天
下
事
醜
剋
事
欺
、
（
明
月
記
・
建
仁
元
年
三
月
二
十
一
日
割
書
）

（
必
定
）

○
左
府
被
命
云
、
諸
社
御
幣
僕
等
事
今
日
可
定
、
而
陰
陽
師
等
意
向
幸
崎
、
為
行
摂
政
河
臨
楔
、
佃
不
能
勘
日
時
、
明
日
可
必
司
（
小
右

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

（
決
定
）

〔
称
ナ
〕
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ノ

記
・
永
詐
元
年
六
月
二
十
四
日
）

○
上
卿
参
会
非
必
剋
事
、
或
上
達
。
前
居
槍
破
子
之
時
候
欺
、
（
後
二
傑
師
通
記
・
寛
治
七
年
四
月
十
二
日
）

〇
位
行
事
必
剋
之
由
重
被
仰
下
了
、
（
兵
範
記
・
嘉
応
元
年
正
月
七
日
）

○
未
刻
自
二
福
原
入
告
云
、
遷
都
被
レ
縮
華
、
来
廿
三
日
出
門
、
…
…
廿
六
日
御
入
洛
、
必
剥
了
云
々
、
（
玉
葉
・
治
承
四
年
十
一
月
二
十
一
日
）

○
中
将
告
送
、
関
東
猶
以
必
剋
之
由
、
夜
半
許
飛
脚
来
着
云
々
（
明
月
記
・
嘉
禄
元
年
六
月
十
三
日
）

○
今
風
聞
必
剋
之
上
者
、
兼
被
経
御
沙
汰
之
条
、
可
為
公
平
、
（
鎌
倉
遺
文
八
三
〇
三
八
）
東
大
寺
八
幡
宮
神
人
等
解
状
案
・
嘉
暦
三
年
）

今
、
鎌
倉
遺
文
所
収
の
古
文
書
に
使
用
さ
れ
て
い
る
各
語
の
用
例
数
を
、
副
詞
用
法
と
名
詞
或
い
は
サ
変
動
詞
と
い
う
副
詞
用
法
以
外
の

用
法
と
に
二
分
し
て
掲
げ
た
も
の
が
、
次
の
　
（
表
I
）
　
で
あ
る
。

（
表
I
）
鎌
倉
遺
文
（
第
一
～
四
十
巻
）
所
収
古
文
書
に
お
け
る
各
語
の
用
法

1031 1521 1021 5811
代時

1331 0031 0521 0021

1 5 5 1
副

詞
善

悪
31 45 53 5

そ

の
他

9 5 2 0
副

詞
是

非271 232 09 8

そ

の
他

11 52 32 0
副

詞
決

定
9 52 73 0

そ

の
他

3 3 6 0
副

詞
必

定71 52 5 0

そ

の
他

各
語
と
も
副
詞
用
法
の
用
例
数
が
少
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
副
詞
用
法
の
使
用
頻
度
が
あ
ま
り
高
く
な
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
表
で
は
、



十
三
世
紀
以
前
の
「
決
定
」
「
必
定
」
の
用
例
が
0
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
た
ま
た
ま
鎌
倉
遺
文
所
収
の
古
文
書
の
中
に
用
例
が
無
か
っ

た
た
め
で
あ
り
、
平
安
時
代
か
ら
名
詞
・
サ
変
動
詞
用
法
が
存
す
る
こ
と
は
、
先
に
掲
げ
た
用
例
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

三
　
副
詞
用
法
の
分
類

（3）

こ
こ
で
は
中
世
前
半
期
に
お
け
る
「
善
悪
」
以
下
の
各
語
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
、
更
に
細
か
く
分
類
し
て
み
た
い
。

先
ず
「
善
悪
」
は
、
次
の
よ
う
に
下
に
命
令
表
現
・
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
の
他
、
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
、
否
定
表
現
を
伴
う
用
法
が

あ
る
。（

命
令
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
於
武
士
之
押
領
不
当
者
、
葡
萄
尤
可
被
仰
下
吏
候
、
（
鎌
倉
遺
文
八
一
八
D
源
頼
朝
書
状
・
文
治
二
年
）

－

　

　

　

ぁ

○
善
悪
一
旦
i
ひ
ふ
れ
さ
せ
お
ハ
し
ま
し
候
て
、
き
こ
し
め
す
へ
く
候
、
（
同
右
八
五
三
四
四
）
真
長
書
状
・
暦
仁
元
年
）

○
宰
府
仁
天
京
都
之
仰
相
待
参
候
へ
く
候
、
蘭
画
沙
汰
之
趣
ヲ
巨
細
可
被
仰
下
候
、
（
同
右
八
九
六
二
三
）
清
原
国
重
申
状
・
文
永
三
年
）

へ
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
抑
今
度
n
U
為
相
尋
［
］
下
人
禰
次
郎
男
許
候
之
由
、
承
及
候
、
葡
萄
可
進
候
云
㌔
　
（
同
右
八
二
四
六
五
六
）
薩
摩
守
護
代
本
性
書
下
・

正
和
元
年
）

（
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
又
申
云
、
葡
萄
此
文
書
於
波
譲
与
汝
軍
、
（
同
右
八
四
一
四
一
）
中
原
章
行
勘
文
・
寛
喜
三
年
）

（
否
定
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
信
実
朝
臣
語
、
…
…
頭
中
将
錐
歩
出
、
蘭
画
不
舞
、
公
卿
咲
壷
、
偏
有
嘲
弄
気
云
々
、
（
明
月
記
・
安
貞
元
年
十
一
月
十
九
日
）

○
当
寺
可
持
進
南
都
四
方
之
道
㌔
皆
以
守
護
武
士
敷
居
之
、
蘭
画
不
通
人
侶
之
間
、
自
遠
近
之
所
≧
持
参
彼
御
供
用
途
物
等
、
定
不
通

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て

九
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欺
、
（
鎌
倉
遺
文
（
五
〇
五
〇
）
春
日
社
司
連
署
申
状
・
嘉
禎
二
年
）

こ
の
う
ち
、
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
の
例
は
挙
例
し
た
一
例
を
見
出
し
た
だ
け
で
あ
る
。

（4）

な
お
、
中
世
軍
記
物
語
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
副
詞
用
法
の
「
善
悪
」
が
見
出
さ
れ
．
る
．
。
い
ず
れ
も
意
志
表
現
を
伴
う
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

○
（
源
為
義
）
「
さ
て
は
葡
萄
為
義
ま
づ
命
を
捨
て
さ
う
有
べ
き
な
り
。
」
と
て
（
保
元
物
語
・
九
八
貢
）

○
（
清
盛
）
「
葡
萄
法
皇
ヲ
先
迎
へ
取
奉
テ
此
八
条
二
押
籠
マ
ヒ
ラ
セ
テ
ィ
ツ
チ
へ
モ
御
幸
ナ
シ
奉
ラ
ム
」
ト
思
心
被
付
二
「
ケ
リ
（
延
慶
本

平
家
物
語
第
一
末
・
三
八
ウ
七
）

○
（
佐
々
木
二
郎
経
高
）
「
…
経
高
ニ
ヲ
キ
テ
ハ
蘭
画
可
参
」
ト
申
ケ
レ
ハ
（
同
右
第
二
末
・
四
七
オ
六
）

○
（
庄
四
郎
）
「
兄
弟
ノ
習
今
二
不
始
t
事
ニ
テ
候
へ
ハ
悦
入
テ
承
り
候
ヌ
葡
悪
l
参
候
へ
シ
」
ト
ソ
返
答
シ
タ
リ
ケ
ル
（
同
右
第
五
本
・
三
二
ウ

一
〇
）

○
　
（
L
や
う
も
ん
坊
）
「
葡
悪
l
御
伴
申
（
し
）
候
は
ん
」
と
出
で
立
ち
け
り
。
（
義
経
記
巻
第
一
・
五
四
頁
）

○
（
湛
海
坊
）
「
さ
承
（
り
）
ぬ
。
葡
萄
罷
り
向
ひ
て
こ
そ
見
候
は
め
。
…
…
」
（
同
右
巻
第
二
・
八
九
貢
）

○
（
梶
原
）
「
…
…
薗
圏
舞
は
せ
参
ら
せ
候
は
ん
ず
る
」
と
申
（
し
）
け
れ
ば
、
（
同
右
巻
第
六
・
二
八
四
貢
）

「
是
非
」
の
副
詞
用
法
に
は
次
の
よ
う
に
、
下
に
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
と
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
と
の
二
種
が
あ
る
。

（
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
又
ソ
レ
ノ
パ
ラ
ノ
ア
シ
キ
事
、
京
l
妄
御
所
中
こ
モ
カ
ク
レ
ナ
ク
候
、
司
l
御
ナ
ヲ
シ
候
ベ
ク
候
、
（
鎌
倉
遺
文
八
一
六
六
三
）
源
空
書

状
・
建
永
二
年
）

○
又
世
間
の
入
監
の
思
て
候
は
、
親
に
は
子
は
剋
珊
随
へ
し
と
、
（
同
右
八
三
七
六
八
）
日
永
書
状
・
建
治
三
年
）

○
安
和
与
事
、
雄
令
達
惟
重
所
存
、
一
門
之
評
儀
難
黙
止
之
間
、
剋
謝
可
随
計
之
由
、
返
答
之
処
、
重
心
不
叙
用
云
㌔
（
同
右
八
二
二
五
一

一
〇



六
）
渋
谷
重
心
重
陳
状
案
・
嘉
元
四
年
）

（
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
世
事
に
を
き
候
て
は
、
矧
珊
父
母
・
主
君
の
仰
に
随
参
候
へ
し
、
（
同
右
八
一
二
七
六
四
）
四
條
頼
基
陳
状
・
建
治
三
年
）

○
剋
珊
当
寺
御
事
と
申
候
い
、
御
房
中
御
事
と
申
候
い
、
便
宜
之
奉
公
忠
候
之
様
二
申
た
く
候
、
（
同
右
八
一
八
五
〇
三
）
大
江
政
国
書
状
・

永
仁
二
年
）

○
代
官
当
時
無
其
器
候
之
間
、
思
煩
候
、
雑
然
、
剋
珊
早
速
可
差
下
候
、
（
同
右
（
二
二
八
四
〇
）
金
沢
貞
顕
書
状
・
徳
治
二
年
）

中
世
の
軍
記
物
語
で
は
、
曽
我
物
語
・
義
経
記
に
用
例
が
見
え
る
。
曽
我
物
語
の
例
に
は
、
下
に
意
志
の
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
な
い
が
、

そ
の
文
脈
か
ら
考
え
て
意
志
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

】
　
　
（
お
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゐ
）

○
　
（
祐
経
郎
等
）
　
「
…
・
是
非
命
に
を
き
て
は
、
君
に
ま
ひ
ら
す
る
」
と
て
、
（
曽
我
物
語
巻
第
一
・
六
七
貢
）

○
　
（
十
郎
権
守
兼
房
）
「
年
寄
り
候
と
も
、
習
御
伴
申
候
は
ん
」
と
て
参
り
た
り
。
（
義
経
記
巻
第
七
・
三
〇
九
貢
）

「
決
定
」
に
は
次
の
よ
う
に
、
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
の
他
、
意
志
・
推
量
・
疑
問
・
断
定
の
各
表
現
を
伴
う
用
法
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

う
ち
、
疑
問
表
現
を
伴
う
用
法
は
、
文
脈
か
ら
考
え
て
広
い
意
味
で
の
推
量
表
現
と
解
釈
し
て
も
良
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
ね
が
は
く
は
は
と
け
決
定
し
て
、
我
を
引
接
し
給
へ
、
（
鎌
倉
遺
文
八
一
五
〇
四
）
源
空
書
状
・
元
久
元
年
）

○
靡
以
書
写
力
…
…
人
民
得
快
楽
　
謝
剋
異
国
王
　
翻
邪
令
帰
正
　
（
同
右
八
一
九
〇
三
〇
）
禅
忠
等
写
経
願
文
・
永
仁
四
年
）

（
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
い
ま
決
定
し
て
浄
土
に
往
生
せ
ん
と
お
も
は
1
、
（
同
右
八
一
四
五
九
）
源
空
書
状
二
冗
久
元
年
）

○
以
此
功
徳
、
測
割
引
順
次
欲
遂
往
生
極
楽
之
望
、
（
同
右
八
八
〇
二
九
）
僧
覚
隆
田
地
寄
進
状
・
建
長
八
年
）

○
近
年
し
き
り
に
仰
つ
か
は
さ
れ
候
の
あ
ひ
た
、
此
度
は
副
｛
l
利
請
に
応
す
へ
く
候
の
と
こ
ろ
に
、
（
同
右
八
二
四
四
〇
五
）
真
数
書
状
・
応
長

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

元
年
）

（
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
南
都
衆
徒
、
測
剋
可
二
上
準
由
、
去
夜
半
井
今
且
、
両
度
有
二
告
申
事
云
々
、
（
玉
葉
・
治
承
四
年
十
二
月
十
三
日
）

○
或
人
云
、
頼
朝
決
l
剥
可
二
上
洛
云
々
、
（
同
右
・
文
治
元
年
十
一
月
十
六
日
）

○
其
以
前
二
君
御
聖
運
ハ
、
副
司
日
日
盛
儀
な
ん
す
る
也
、
（
鎌
倉
遺
文
八
二
六
九
八
）
慈
円
書
状
・
承
久
二
年
）

（
疑
問
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
又
検
非
違
使
光
長
、
被
二
解
官
ご
H
来
被
二
奥
首
乏
由
風
聞
、
或
又
不
レ
然
云
々
、
未
定
之
間
、
有
二
此
宣
下
一
愛
知
、
副
剰
現
存
欺
、
（
玉

葉
・
治
承
五
年
三
月
六
日
）

○
又
語
云
、
平
氏
之
勢
太
強
、
源
氏
武
士
等
気
色
損
了
、
大
略
如
二
平
氏
落
之
時
小
渕
剋
大
事
出
来
欺
云
々
、
（
同
右
・
寿
永
三
年
六
月
二
十

三
日
）

○
英
を
押
テ
被
出
候
は
ん
も
、
測
剋
其
難
可
候
歎
、
（
鎌
倉
遺
文
八
七
六
四
六
）
憲
深
井
実
深
書
状
・
建
長
五
年
）

（
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
称
レ
宮
之
人
、
測
剋
在
二
伊
豆
国
一
真
偽
之
間
、
錐
レ
難
レ
知
、
所
レ
号
如
レ
此
云
々
、
（
玉
葉
・
治
承
五
年
三
月
六
日
）

○
称
名
念
仏
ノ
人
ハ
、
決
定
シ
テ
往
生
ス
ト
信
シ
テ
、

乃
至
一
念
モ
ウ
タ
カ
フ
事
ナ
キ
ヲ
、
深
心
ト
也
、
（
鎌
倉
遺
文
八
一
四
六
〇
）
源
空
書

状
・
元
久
元
年
）

（5）

中
世
の
軍
記
物
語
で
は
太
平
記
に
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
古
く
は
今
昔
物
語
集
に
も
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

○
（
楠
正
成
）
「
…
尋
常
ノ
如
ク
ニ
合
戦
ヲ
致
候
ハ
ヾ
、
御
方
測
剋
打
負
候
ヌ
ト
覚
へ
候
ナ
レ
バ
、
…
⊥
（
太
平
記
巻
第
十
六
・
一
五
〇

貢
）

○
　
（
楠
・
和
田
）
「
…
・
但
於
二
合
戦
一
ハ
、
決
醜
剋
御
方
ノ
勝
ト
コ
ソ
料
簡
仕
テ
候
へ
。
…
…
」
（
同
右
巻
第
三
十
四
・
二
八
〇
貢
）



○
閣
王
ノ
云
ク
、
「
我
レ
、
逆
罪
ヲ
造
レ
リ
、
笥
可
元
間
地
獄
二
堕
対
㌍
…
⊥
（
今
昔
物
語
集
巻
第
三
「
阿
闇
世
王
殺
父
王
語
」
第
二
十
七
）

○
能
支
答
テ
云
ク
、
「
…
…
若
シ
、
此
ノ
経
ノ
題
目
ヲ
聞
奉
ル
人
ハ
、
渕
朝
刊
四
悪
趣
二
堕
ル
事
元
シ
。
…
…
」
（
同
右
巻
第
六
「
天
竺
迦
弥
多
羅
華

厳
経
伝
震
旦
譜
」
第
三
十
一
）

「
必
定
」
は
次
に
分
類
す
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
「
決
定
」
と
同
じ
用
法
を
有
し
て
い
る
が
、
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
に
つ
い
て
は
調
査
し
た
公

家
日
記
・
古
文
書
類
に
そ
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
又
、
中
世
の
軍
記
物
語
に
も
未
だ
用
例
を
確
認
し
得
て
い
な
い
。

（
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
於
レ
今
者
。
必
剋
可
下
令
兎
向
森
上
之
由
。
被
レ
仰
云
㌔
（
吾
妻
鏡
・
文
治
五
年
七
月
十
六
日
）

○
何
様
に
て
も
候
へ
、
来
月
之
大
師
供
に
ハ
、
必
定
l
可
参
候
、
（
鎌
倉
遺
文
（
二
五
五
四
五
）
頼
照
書
状
・
正
和
四
年
）

（
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
山
僧
蜂
起
、
来
十
五
日
必
剋
可
レ
向
二
南
都
云
々
、
（
玉
葉
・
承
安
三
年
九
月
四
日
）

○
去
今
月
之
間
、
天
変
十
徐
度
、
其
内
禅
門
前
将
軍
等
、
必
剋
可
レ
有
レ
事
、
又
天
下
可
レ
有
二
大
葬
送
云
々
、
（
同
右
・
治
承
四
年
十
一
月
二

十
四
日
）

○
梵
帝
・
日
月
・
四
天
等
必
定
し
て
、
影
の
身
に
随
か
如
く
、
貴
辺
を
は
ま
は
ら
せ
給
へ
し
、
（
鎌
倉
遺
文
八
一
二
四
一
〇
）
日
蓮
書
状
・
建

治
二
年
）

（
疑
問
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
此
次
、
山
門
事
等
、
風
聞
之
旨
、
必
｛
l
利
及
二
大
軍
欺
、
（
玉
葉
・
建
久
二
年
五
月
三
日
）

（
マ
、
）

○
推
之
、
被
能
嫌
疑
者
、
必
剋
可
令
顕
現
者
欺
、
（
鎌
倉
遺
文
八
三
三
七
七
）
散
位
時
資
占
文
・
嘉
禄
元
年
）

○
今
度
所
労
以
外
大
事
候
、
不
相
待
西
山
五
旬
、
必
剋
他
界
候
欺
、
（
同
右
八
六
八
九
九
）
僧
快
真
置
文
案
・
宝
治
元
年
）

（
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
）

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

〇
仰
云
、
…
・
－
由
子
日
松
、
此
間
為
池
掘
夫
被
踏
其
根
、
人
々
申
云
、
被
踏
根
木
必
剋
枯
云
々
、
其
事
尤
不
便
也
、
（
長
秋
記
・
保
延
元
年
九

月
二
十
九
日
）

〇
人
レ
夜
伝
聞
、
高
倉
宮
必
対
現
存
、
去
七
月
下
司
着
伊
豆
国
】
云
々
、
（
玉
葉
・
治
承
四
年
十
月
八
日
）

○
南
京
衆
徒
来
八
日
必
定
l
発
向
云
々
、
（
明
月
記
・
建
保
元
年
十
一
月
五
日
）

さ
て
次
に
、
中
世
前
半
期
に
お
け
る
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
意
味
の
和
語
副
詞
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
当
時
、
意
味
の
上
で

「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
と
対
応
す
る
和
語
副
詞
と
し
て
は
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
「
サ
ダ
メ
テ
」
が
代
表
的
な
語
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

（6）

こ
の
う
ち
「
サ
ダ
メ
テ
」
に
つ
い
て
は
、
橋
本
博
幸
氏
の
御
論
考
が
近
時
発
表
せ
ら
れ
た
の
で
譲
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
本
稿
で
は
「
カ
ナ
ラ

ズ
」
一
語
に
絞
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

（7）

中
世
前
半
期
の
公
家
日
記
・
古
文
書
類
に
お
け
る
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
用
法
を
先
に
倣
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
挙
例
に
あ
た

っ
て
は
玉
葉
・
玉
薬
の
例
を
も
っ
て
代
表
さ
せ
た
）
。

（
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
而
憲
基
頼
基
等
又
奉
レ
見
、
有
二
小
増
」
昨
日
尚
可
レ
有
、
況
今
日
哉
、
申
下
必
可
レ
有
二
灸
治
乏
由
い
（
玉
葉
・
安
元
二
年
六
月
十
九
日
）

○
在
日
内
裏
女
房
奉
書
云
、
今
日
習
礼
延
引
、
十
三
日
可
被
行
、
必
可
参
入
者
、
（
玉
薬
、
承
久
二
年
三
月
十
日
）

（
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
但
今
日
若
不
レ
被
レ
行
者
、
以
二
後
日
一
必
可
二
参
行
乏
由
示
了
、
（
玉
葉
・
安
元
二
年
五
月
六
日
）

○
午
刻
頭
中
将
雅
清
朝
臣
告
除
目
奉
行
事
、
又
間
今
夜
参
否
、
相
扶
病
必
可
参
勤
之
由
答
之
、
（
玉
薬
・
承
久
三
年
正
月
十
一
日
）

（
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
凡
此
一
両
月
変
異
頻
呈
、
必
可
レ
有
二
朝
家
大
事
乏
由
、
司
天
等
称
申
云
々
、
（
玉
葉
・
安
元
二
年
十
月
七
日
）

○
必
可
有
御
慶
之
由
、
有
天
変
故
也
、
（
玉
薬
・
承
元
五
年
三
月
一
日
）



（
疑
問
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
申
云
、
有
二
御
灸
治
t
者
、
還
経
レ
煩
給
欺
、
如
レ
此
少
物
者
、
随
レ
程
可
レ
療
也
、
日
来
被
レ
付
二
御
薬
」
巳
有
二
其
減
一
此
上
伝
二
膏
薬
】
者
、

（
件
薬
、
丹
家
之
者
不
レ
合
也
、
）
三
ケ
日
之
内
必
有
二
平
愈
】
欺
、
（
玉
葉
・
安
元
二
年
七
月
十
七
日
）

○
其
状
日
、
御
柏
等
事
、
大
臣
必
可
然
事
候
欺
、
（
玉
薬
・
建
暦
二
年
十
二
月
四
日
）

（
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
東
宮
蔵
人
之
中
、
先
例
為
二
文
章
草
之
者
、
l
必
勤
司
仕
此
役
↓
　
（
玉
葉
・
仁
安
二
年
十
二
月
九
日
・
割
書
部
）

○
知
足
院
殿
毎
諸
人
参
入
、
必
有
御
対
面
、
（
玉
薬
・
承
元
四
年
九
月
一
日
）
、

「
決
定
」
　
の
用
法
と
同
様
に
、
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
か
ら
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
ま
で
の
各
用
法
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
否
定
表
現

を
伴
う
例
が
多
数
存
す
る
が
、
こ
れ
を
断
定
表
現
と
し
て
認
め
る
べ
き
か
、
或
い
は
「
カ
ナ
ラ
ズ
シ
モ
」
と
訓
じ
た
可
能
性
か
ら
、
否
定
を

伴
う
陳
述
副
詞
用
法
と
し
て
切
離
し
て
考
察
す
べ
き
か
、
判
断
に
迷
う
例
が
多
い
。
本
考
察
で
は
と
り
あ
え
ず
こ
れ
ら
を
一
切
切
離
し
て
保

（
表
H
）
各
語
に
お
け
る
用
法
の
存
否

‾

定

カ
ナ

必 決 是 善

ラ
ズ 定 定 」－トヨタ 悪

○ ○ × ○ ○ ○ 命
令

○ ○ ○ ○ ○ ○
意
志

○ ○ ○ ○ × ×
推
量

○ ○ ○ ○ × ×
疑
問

○ ○ ○ ○ × △
断
定

× ○ × × × ○ 否
定

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
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留
し
、
考
察
の
対
象
外
と
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

右
に
掲
げ
た
（
表
H
）
は
、
こ
れ
ま
で
分
類
し
て
き
た
各
語
の
用
法
に
つ
い
て
、
そ
の
存
否
を
わ
か
り
易
く
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
表
に
よ
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
「
決
定
」
「
必
定
」
と
の
用
法
が
ほ
ぼ
重
り
合
う
こ
と
、
並
び
に
「
善
悪
」

「
是
非
」
が
命
令
・
意
志
表
現
を
伴
う
と
い
う
用
法
に
お
い
て
、
他
の
各
語
と
重
り
合
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中
世
前
半
期
の
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
意
味
の
語
彙
と
い
う
所
謂
語
彙
の
部
分
体
系
と
い
う
も
の
を
考
え
た
場
合
、
こ
の
（
表
H
）
に
あ
ら
わ

れ
る
よ
う
に
、
各
語
は
そ
の
用
法
面
に
お
い
て
互
い
に
重
り
合
っ
て
い
る
の
か
否
か
、
も
し
、
用
法
上
の
分
担
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

同
時
期
に
存
在
す
る
各
語
に
は
ど
の
よ
う
な
質
的
な
差
異
が
存
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（8）

と
こ
ろ
で
、
「
一
定
」
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
か
つ
て
私
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
に
よ
る
と
、
中
世
前
半
期
の
「
一
定
」
に

は
（
表
H
）
に
付
し
た
よ
う
に
、
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
「
決
定
」
と
同
様
、
命
令
か
ら
断
定
ま
で
の
各
表
現
を
伴
う
用
法
が
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
一
定
」
の
各
用
法
が
中
世
前
半
期
に
一
様
に
存
す
る
訳
で
は
な
く
、
中
世
前
半
期
に
は
次
第
に
そ
の
用
法
を
狭
め
て
、
命
令
・
意
志
表
現

を
伴
う
用
法
は
十
二
世
紀
ま
で
は
存
す
る
も
の
の
、
十
三
世
紀
に
入
る
と
極
て
少
な
く
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

「
一
定
」
の
こ
の
よ
う
な
用
法
の
変
化
が
他
の
語
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
の
か
否
か
、
以
下
節
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

四
　
「
決
定
」
「
必
定
」
の
副
詞
用
法
の
変
化

「
決
定
」
「
必
定
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
先
ず
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
に
お
い
て
、
用
法
上
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

次
に
掲
げ
る
（
表
Ⅲ
）
は
、
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
用
法
に
つ
い
て
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
公
家
日
記
七
点
を
対
象
と
し
て
、

用
法
別
に
用
例
数
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
日
記
毎
に
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法
の
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
占
め
る
割
合
を
表
中
下
段
に
括
弧
で
包

ん
で
掲
げ
た
。
日
記
に
よ
っ
て
多
少
の
出
入
が
あ
る
が
、
こ
の
（
表
H
）
　
に
依
る
と
、
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
は
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代



（
表
：
I
I
）
公
家
日
記
に
お
け
る
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
用
法

岡

屋
関

白

玉

薬

明

月

玉

葉

春

記

御

堂
関

白

小

右

記 記 記 記

4 92 44 24 8 9 47 命

6ハxu
2 453 423 372 341 573 452 令

0 3 3 6 4 0 21 意

73 22 93 17 14 志

0 1 3 5 2 4 81 推

21 22 33 63 661 26 量

0 2 02 51 31 3 48 疑

42 741 79 232 521 ∩コ82 間

4 61 44 91 01 4 94 断

682 591 323 321 971 761 961 定

6 13 22 76 91 4 45 否

0024 8．郁 2ハhu1 534 933 761 581 定

注
　
玉
葉
は
安
元
二
年
十
二
月
ま
で
の
用
例
数
で
あ
る
。

下
段
括
弧
内
は
各
日
記
毎
の
割
合
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
。

に
か
け
て
、
二
割
か
ら
三
割
と
安
定
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
も
割
合
は
低
い
も
の
の
、
ほ
ぼ
安
定

し
て
い
る
と
見
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
で
は
、
平
安
時
代
か
ら
そ
の
割
合
は
低
い
も
の
で
あ
る
が
、
時
代
を
経
る
に

っ
れ
て
僅
か
な
が
ら
割
合
が
低
下
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
疑
問
表
現
を
伴
う
用
法
は
、
平
安
時
代
か
ら
時
代
が
降
る
に
つ
れ
、
そ
の
割
合

の
低
下
が
よ
り
顕
著
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
疑
問
表
現
を
含
め
た
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
の
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
全
体
に
占
め
る
割
合

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て



鎌
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八

が
、
時
代
が
降
る
と
と
も
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
時
代
と
と
も
に
や
や
増
加
し
て
い

る
と
見
ら
れ
る
。
但
し
、
断
定
表
現
と
し
て
用
例
数
を
掲
げ
て
い
る
が
、
助
動
詞
「
ム
」
を
補
っ
て
読
む
べ
き
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思

（9）

わ
れ
る
。

対
象
と
し
た
文
献
の
数
が
少
な
い
上
に
、
公
家
日
記
の
如
き
和
化
漠
文
体
資
料
に
お
け
る
語
の
意
味
の
解
釈
は
極
て
困
難
で
あ
る
た
め
、

個
々
の
用
例
に
つ
い
て
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
用
法
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
変
化
が
、
先
に
触
れ
た
「
一
定
」
の
副
詞

用
法
の
変
化
に
大
き
く
関
っ
て
い
る
と
は
見
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
の
減
少
が
、
「
〓
疋
」

の
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
が
十
三
世
紀
以
降
も
残
さ
れ
る
こ
と
に
関
係
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
「
一
定
」
が
各
々
用
法
上

（
表
Ⅳ
）
各
年
代
毎
の
「
決
定
」
の
副
詞
用
法

2舗1 205 ㈱ 帥
l

臓
l

㈹
時
代

古 古 古 玉 小 貞
命

令

文 文 文 葉

1

右 信
書 書 書 記 公

記

7
⑦

6
⑥

5
④

1 1
①

古
文
書

1

古
文
書

1
①

古
文
書

1
①

古
文
書

1
①

意

志

古 古 明古 兵玉 権 古
推

量

文 文 月文 範葉 記

1

文
書 書 記書 記 書

1 2
①

16
③

19 2
②

古 古 山玉
疑

問

文 文 椀葉
書 書 記

2 1 17

古 古 古 台玉古
断

定

文 文 文 記葉文
書 書 書書

1
①

14
⑭

10
⑧

383



の
分
担
の
上
に
同
時
代
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
同
様
の
用
法
を
有
す
る
「
決
定
」
の
用
法
を
各
年
代
毎
に
整
理
し
た
も
の
が
、
右
に
掲
げ
た
（
表
Ⅳ
）
で
あ

る
　
（
○
で
包
ん
だ
数
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
）
。

こ
の
　
（
表
Ⅳ
）
　
に
依
る
と
、
「
決
定
」
の
副
詞
用
法
は
古
く
平
安
時
代
初
期
か
ら
存
し
て
お
り
、
「
一
定
」
と
異
な
っ
て
十
三
世
紀
以
降
も
命

令
・
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
が
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
「
〓
疋
」
に
見
ら
れ
た
用
法
上
の
変
化
が
、
「
決
定
」
　
に
は
見
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
決
定
」
の
副
詞
用
法
が
平
安
時
代
初
期
と
い
う
早
い
時
期
に
見
ら
れ
る
の
は
、
も
と
よ
り
漢
語
「
決
定
」
に
副
詞
用
法
が
存
し
た
た
め
で

あ
り
、
意
味
・
用
法
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
日
本
独
自
の
用
法
で
は
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
「
決
定
」
の

副
詞
用
法
は
仏
典
中
に
求
め
ら
れ
る
。
今
、
妙
法
蓮
華
経
よ
り
例
を
掲
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

（
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
今
正
是
其
時
　
決
定
説
大
乗
（
妙
法
蓮
華
経
方
便
晶
）

・
今
正
　
（
し
）
　
ク
是
レ
其
の
時
な
り
決
定
（
し
）
　
て
大
乗
を
説
か
む
　
（
立
本
寺
蔵
本
訓
点
に
よ
る
）

（
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
是
人
於
仏
道
決
定
無
有
疑
（
同
右
如
来
神
力
晶
）

・
是
（
の
）
　
人
仏
道
に
於
い
て
決
定
（
し
）
　
て
疑
（
ひ
）
有
（
る
こ
と
）
無
け
む
。
（
龍
光
院
本
訓
点
に
よ
る
）

（
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
今
正
是
其
時
　
決
定
説
大
乗
（
同
右
方
便
品
）

・
今
、
正
　
（
し
）
　
く
是
（
れ
）
、
其
の
時
な
り
。
決
定
　
（
し
）
　
て
大
乗
を
説
く
。
（
龍
光
院
本
訓
点
に
よ
る
）

こ
の
よ
う
に
、
仏
典
中
に
「
決
定
」
の
副
詞
用
法
が
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
で
も
仏
教
語
と
し
て
平
安
時
代
か
ら
「
決
定
」
　
の
副
詞
用

漢
語
「
善
悪
」
　
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
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（10）

法
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
往
生
要
集
に
も
次
の
よ
う
に
そ
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
願
は
阿
弥
陀
仏
・
渕
矧
日
刊
抜
済
た
ま
へ
我
を
。
（
最
明
寺
本
往
生
要
集
巻
中
九
三
ウ
）

二
〇

○
願
は
仏
決
－
定
し
て
引
－
摂
た
ま
へ
と
我
を
。
（
同
右
巻
中
九
七
ウ
）

（
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
原
は
由
て
我
か
所
有
の
一
切
の
善
根
力
酢
今
日
測
剋
り
刊
往
生
せ
む
と
極
楽
に
。
（
同
右
巻
中
九
四
ウ
）

（
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
設
ひ
少
と
も
鎗
－
行
（
反
）
随
て
願
酢
決
－
定
し
て
往
生
し
な
む
極
楽
に
。
（
同
右
巻
上
九
八
ウ
）

（11）

妙
法
蓮
華
経
・
往
生
要
集
の
本
文
に
付
さ
れ
た
訓
点
を
参
考
に
し
て
「
決
定
」
の
副
詞
用
法
を
分
類
す
る
と
、
右
の
如
く
に
意
志
表
現
を

伴
う
用
法
・
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
・
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
が
妙
法
蓮
華
経
に
見
え
、
命
令
・
意
志
・
推
量
の
各
表
現
を
伴
う
用
法
が
往

生
要
集
に
見
え
る
。
漢
訳
仏
典
の
中
に
お
け
る
命
令
表
現
を
伴
う
「
決
定
」
の
例
を
未
だ
確
認
し
得
て
い
な
い
が
、
往
生
要
集
に
見
ら
れ
る

命
令
表
現
を
伴
う
用
法
か
ら
推
し
て
、
「
決
定
」
に
は
命
令
・
意
志
・
推
量
・
断
定
の
各
表
現
を
伴
う
用
法
が
存
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
決
定
」
が
本
来
有
し
て
い
た
用
法
を
、
日
本
の
公
家
日
記
・
古
文
書
類
も
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
命
令
か
ら
断
定
ま
で
の
各
表
現
を
伴
う
用
法
が
見
ら
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
必
定
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。
「
必
定
」
も
「
決
定
」
と
同
じ
く
、
そ
の
副
詞
用
法
の
例
が
仏
典
中
に
見
ら
れ
る
。
次

に
そ
の
例
を
掲
げ
る
。

（
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
）

○
其
門
外
一
瓶
必
定
不
得
開
之
（
大
耽
塵
遮
那
成
悌
経
疏
巻
第
八
）



・
其
の
門
の
外
の
一
の
瓶
は
必
－
定
し
て
之
を
閲
（
く
）
　
こ
と
得
不
れ
。
（
高
山
寺
蔵
本
永
保
点
に
よ
る
）

（
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
』

○
我
普
必
定
聴
受
是
経
恭
敬
供
養
尊
重
讃
歎
（
金
光
明
最
勝
王
経
巻
第
八
）

・
我
レ
昔
に
必
定
し
て
、
是
の
経
を
聴
受
も
し
、
恭
敬
し
供
養
し
尊
重
し
讃
歎
（
し
）
　
て
む
。
（
西
大
寺
本
平
安
初
期
点
に
よ
る
）

（
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
V

O
必
定
当
堕
阿
鼻
地
獄
（
仏
説
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
）

・
必
定
（
し
）
　
て
当
に
阿
鼻
地
獄
に
堕
ツ
　
〔
当
〕
　
し
（
立
本
寺
蔵
本
訓
点
に
よ
る
）

○
無
罪
而
被
囚
執
此
必
定
死
（
妙
法
蓮
華
経
信
解
晶
）

し

ゆ

し

ふ

　

　

　

　

　

　

k

i

　

し

・
つ
み
な
く
し
て
・
固
執
せ
ら
る
・
こ
れ
必
定
し
て
・
死
し
な
ん
と
　
（
妙
一
記
念
館
蔵
仮
名
書
き
法
華
経
　
三
〇
八
貢
）

と

ら

へ

（
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
）

さ
た
め
て
　
　
　
　
L
に

〇
千
時
窮
子
自
念
　
無
罪
而
被
囚
執
此
必
定
死
（
妙
法
蓮
華
経
信
解
晶
）

み
（
つ
か
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ラ

・
時
（
に
）
　
〔
干
〕
窮
子
疎
．
．
二
ら
）
念
（
ひ
）
　
て
、
『
罪
無
（
く
し
）
　
て
〔
而
〕
囚
へ
執
へ
被
る
る
、
此
（
れ
）
必
定
（
し
）
　
て
死
す

る
な
り
。
』
　
と
。
（
龍
光
院
本
訓
点
に
よ
る
）

又
、
往
生
要
集
に
も
次
の
よ
う
な
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

○
癖
す
る
此
の
座
の
相
酢
者
も
の
は
滅
除
し
て
五
万
劫
の
生
死
之
罪
酢
必
剋
u
刊
当
し
生
極
楽
世
界
に
。
（
貴
明
寺
本
往
生
要
集
巻
中
2
ウ
割
書
）

こ
れ
ら
の
用
例
に
付
さ
れ
た
訓
点
を
参
考
に
す
れ
ば
、
「
必
定
」
も
亦
、
命
令
・
意
志
・
推
量
・
断
定
の
各
表
現
を
伴
う
用
法
が
存
す
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
。

さ
て
、
「
必
定
」
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
、
各
年
代
毎
に
整
理
し
て
用
例
数
を
掲
げ
た
も
の
が
次
の
　
（
表
Ⅴ
）
　
で
あ
る
。

こ
の
表
に
依
る
と
、
「
必
定
」
に
お
い
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
の
例
が
な
く
、
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
で
あ
る
と
考

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
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倉
　
時
　
代
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研
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（
表
Ⅴ
）
各
年
代
毎
の
「
必
定
」
の
副
詞
用
法

3 q′H－1
1㈱ 205 1

1
㈱ AA田

時
代

命

令

古
文
書

1

吾
妻
鏡

1

意

志

古 古 吾明玉古 玉 小
推

量

文 文 裏目文 葉

3

右
書 書 鏡記薬書 記

2 2
①

1414 1

明古 台玉 小
疑

問

月文 記葉 右
記

2

書

2

別
記

14

記

1

古 明 長玉
断

定

文 月 秋葉
書 記 記

1 7 16

え
ら
れ
る
例
が
二
例
あ
る
の
み
で
、
残
り
の
副
詞
用
法
の
用
例
は
、
疑
問
を
含
め
た
推
量
表
現
・
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
に
集
中
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
二
例
の
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
の
例
は
、
第
三
節
で
「
必
定
」
の
副
詞
用
法
を
分
類
し
た
際
、
（
意
志
表
現
を
伴
う

用
法
）
と
し
て
挙
例
し
た
、
吾
妻
鏡
文
治
五
年
七
月
十
六
日
の
例
、
及
び
鎌
倉
遺
文
八
二
五
五
四
五
）
頼
照
書
状
の
例
で
あ
る
。
又
、
断
定

表
現
を
伴
う
用
法
に
つ
い
て
見
る
と
、
推
量
の
助
動
詞
「
ム
」
を
補
読
し
て
、
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
な
例
が

多
い
よ
う
で
あ
る
。

「
決
定
」
と
同
様
に
、
本
来
命
令
か
ら
断
定
ま
で
の
各
表
現
を
伴
う
用
法
が
存
し
た
「
必
定
」
　
で
あ
る
が
、
本
邦
の
公
家
日
記
・
古
文
書
類

で
使
用
さ
れ
る
例
を
見
る
限
り
、
命
令
・
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
と
し
て
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
と
し
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
の
用
法
分
担
の
結
果
と
し
て
把



え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
　
の
命
令
・
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
の
存
在
に
よ
っ
て
、
命
令
・
意
志
表
現
を
伴
う

用
法
の
「
必
定
」
が
用
い
ら
れ
ず
、
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
中
心
へ
と
そ
の
用
法
を
狭
め
、
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
相
互
に
用
法
上
の
分
担
を
し
合

う
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
本
来
同
様
の
用
法
を
有
し
て
い
た
「
決
定
」
と
「
必
定
」
と
で
、
ど
う
し
て
「
決
定
」
が
本
来
の
用
法
を

保
ち
、
「
必
定
」
が
本
来
の
用
法
を
狭
め
る
と
い
う
違
い
が
生
じ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
一
度
「
決
定
」
の

用
例
を
検
討
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
用
例
の
中
に
は
性
格
を
異
に
す
る
二
つ
の
「
決
定
」
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
、
仏
典
出
自
漢
語
で
あ
る
「
決
定
」
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
文
書
類
で
は
願
文
・
表
白
の
如
き
文
体
の
文
書

に
使
用
さ
れ
、
或
い
は
仏
教
々
理
を
熱
心
に
説
く
源
空
（
法
然
房
）
や
日
蓮
等
の
書
状
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
と
密
接
に
関
係
し
た

場
面
で
使
用
さ
れ
る
「
決
定
」
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
玉
葉
や
明
月
記
に
使
用
さ
れ
る
「
決
定
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
仏
教
と
は
関

係
の
な
い
場
面
、
い
わ
ば
日
常
的
な
場
面
で
使
用
さ
れ
る
「
決
定
」
で
あ
る
。

第
三
節
で
分
類
し
た
「
決
定
」
の
用
法
の
例
を
見
る
と
、
命
令
・
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
の
例
の
う
ち
、
鎌
倉
遺
文
八
一
五
〇
四
）
源
空

書
状
、
同
八
一
九
〇
三
〇
）
禅
忠
等
写
経
願
文
、
同
八
一
四
五
九
）
源
空
書
状
、
同
八
八
〇
二
九
）
僧
覚
隆
田
地
寄
進
状
の
例
は
前
者
の
仏

教
と
密
接
に
関
係
し
た
場
面
で
使
用
さ
れ
る
「
決
定
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
推
量
・
疑
問
表
現
を
伴
う
用
法
の
例
と
し
て
掲
げ
た

用
例
は
総
て
が
所
謂
日
常
的
な
場
面
で
使
用
さ
れ
る
、
後
者
の
「
決
定
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
二
種
類
の
「
決
定
」
に
つ
い
て
、
定
義
の
し
方
、
命
名
の
し
方
に
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
今
仮
り
に
仏
教
と

密
接
に
関
係
し
た
場
面
で
使
用
さ
れ
る
も
の
を
、
仏
教
用
語
と
し
て
の
「
決
定
」
、
仏
教
と
は
関
係
の
な
い
日
常
的
な
場
面
で
使
用
さ
れ
る
も

の
を
、
日
常
語
と
し
て
の
「
決
定
」
と
呼
び
た
い
と
思
う
。
こ
の
仏
教
用
語
と
し
て
の
「
決
定
」
と
日
常
語
と
し
て
の
「
決
定
」
の
区
別
は

判
断
に
迷
う
も
の
も
あ
り
、
窓
意
的
な
区
別
と
な
る
恐
れ
も
あ
る
が
、
敢
て
こ
の
区
別
を
施
し
て
み
る
と
、
所
謂
仏
教
用
語
と
し
て
の
「
決

定
」
は
　
（
表
Ⅳ
）
中
に
○
で
包
ん
で
掲
げ
た
数
字
の
如
き
用
例
数
で
各
時
代
・
用
法
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
用

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
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二
四

語
と
し
て
の
「
決
定
」
は
鎌
倉
時
代
を
通
し
て
疑
問
表
現
を
伴
う
用
法
を
除
く
各
用
法
の
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
命
令
表
現
を
伴

う
用
法
に
つ
い
て
は
、
一
二
五
〇
年
以
降
の
全
用
例
が
願
文
中
の
も
の
で
あ
り
、
「
願
ク
ハ
…
…
決
定
シ
テ
…
…
ベ
シ
」
の
形
と
な
っ
て
い
る
。

又
、
意
志
表
現
・
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
で
は
、
仏
教
々
理
に
触
れ
た
僧
侶
の
書
状
や
寄
進
状
が
中
心
で
あ
る
。
一
方
、
所
謂
日
常
語
と
考

え
ら
れ
る
「
決
定
」
は
次
掲
の
玉
葉
、
及
び
建
仁
元
（
一
二
〇
一
）
年
の
古
文
書
に
お
け
る
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
の
例
を
最
後
と
し
て
、

疑
問
を
含
む
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
に
偏
っ
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。

○
非
レ
如
二
先
々
一
測
剋
可
二
上
準
之
由
、
下
司
知
郎
従
軍
云
々
、
（
玉
葉
・
文
治
元
年
十
一
月
十
四
日
）

○
測
剋
可
国
領
之
由
、
可
被
宣
下
也
、
（
鎌
倉
遺
文
八
二
九
一
）
伊
賀
国
在
庁
宮
人
解
案
・
建
仁
元
年
）

十
四
世
紀
に
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
の
例
が
一
例
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
三
節
の
「
決
定
」
　
の
（
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
）
と
し
て
挙
例
し
た

最
後
の
例
（
鎌
倉
遺
文
八
二
四
四
〇
五
）
真
教
書
状
）
　
で
あ
る
。
書
状
差
出
人
が
真
教
と
い
う
僧
侶
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
用
語
と
し
て

の
「
決
定
」
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
も
僅
か
で
は
あ
る
が
日
常
語
と
し
て
の
「
決
定
」
　
に
意
志

（12）

表
現
を
伴
う
用
法
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
穏
当
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
所
謂
仏
教
用
語
と
し
て
は
そ
の
出
自
で
あ
る
漢
訳
仏
典
の
用
法
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
所
謂
日
常
語
と
し
て

は
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
へ
と
、
そ
の
用
法
を
狭
め
て
い
く
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
常
語
と
し
て
の
　
「
決
定
」
　
の

副
詞
用
法
の
変
化
は
「
一
定
」
　
の
副
詞
用
法
の
変
化
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
所
謂
日
常
語
と
し
て
の
「
決
定
」
　
の
副
詞
用
法
も
亦
、
和

語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
相
互
に
用
法
上
の
分
担
を
し
合
っ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
必
定
」
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
の
関
係
か
ら
推
量
表
現
を
伴
う
用
法

が
中
心
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
「
決
定
」
と
は
異
な
っ
て
所
謂
仏
教
用
語
と
し
て
仏
教
と
密
接
に
関
係
し
た
場
面
で

用
い
ら
れ
る
例
が
極
て
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
往
生
要
集
に
使
用
例
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
資
料
そ
の
も
の
に
問
題
が

存
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
調
査
し
得
た
公
家
日
記
・
古
文
書
類
で
仏
教
用
語
と
し
て
の
「
必
定
」
か
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、



第
三
節
で
「
必
定
」
の
副
詞
用
法
を
分
類
し
た
（
推
量
表
現
を
伴
う
用
法
）
と
し
て
挙
例
し
た
末
尾
例
、
鎌
倉
遺
文
八
一
二
四
一
〇
）
日
蓮

書
状
く
ら
い
で
あ
り
、
願
文
・
表
白
に
用
い
ら
れ
る
例
も
一
例
も
見
出
さ
れ
な
い
。
専
ら
仏
教
と
は
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
場
面
で
の
使

用
例
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
副
詞
用
法
の
「
必
定
」
は
所
謂
仏
教
用
語
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
ず
、
所
謂
日
常
語
と
し

て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
仏
典
出
自
漢
語
で
あ
り
な
が
ら
、
「
決
定
」
と
「
必
定
」
に
こ
の
よ

う
な
差
が
生
じ
た
原
因
に
つ
い
て
は
現
在
論
ず
る
材
料
を
持
合
せ
て
い
な
い
。
今
は
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
事
実
の
指
摘
だ
け
に
留
め
て
、

今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

五
　
「
善
悪
」
「
是
非
」
の
副
詞
用
法
の
成
立

前
節
に
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
決
定
」
「
必
定
」
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
は
、
在
来
の
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
の
関
係
で
、
そ

の
用
法
の
変
化
と
用
法
の
分
担
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
訳
で
あ
る
が
、
「
善
悪
」
「
是
非
」
の
二
語
に
つ
い
て
は
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」

と
の
関
係
を
「
決
定
」
「
必
定
」
と
同
様
な
も
の
と
し
て
考
え
る
訳
に
は
い
か
な
い
。

和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
　
に
は
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
命
令
表
現
・
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
が
安
定
し
て
存
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
「
善
悪
」
「
是
非
」
　
に
お
け
る
命
令
表
現
・
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
が
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
　
の
用
法
の
変
化
に
よ
っ
て
存

在
す
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
　
の
用
法
に
お
い
て
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
の
占
め
る
割
合
が
低

い
こ
と
か
ら
、
「
善
悪
」
「
是
非
」
　
の
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
用
法
が
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
に
結
び
つ
け
ら
れ
そ
う

に
は
思
わ
れ
る
が
、
な
お
古
文
書
類
に
お
け
る
命
令
表
現
を
伴
う
用
法
も
多
く
、
又
、
「
善
悪
」
　
の
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
・
否
定
表
現
を
伴

う
用
法
の
存
在
等
、
問
題
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
善
悪
」
「
是
非
」
と
「
決
定
」
「
必
定
」
と
の
違
い
は
、
「
決
定
」
　
「
必
定
」
の
副
詞
用
法
が
漢
語
本
来
の
用
法
と
し
て
存
し
て
お
り
、
平
安

時
代
よ
り
公
家
日
記
・
古
文
書
類
に
副
詞
用
法
の
例
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
善
悪
」
「
是
非
」
の
副
詞
用
法
が
中
世
前
半
期
に
意
味
・

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
　
「
決
定
」
　
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
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二
六

用
法
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
た
な
用
法
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
第
三
節
に
分
類
挙
例
し
た
と
こ
ろ
を
も
と
に
す
る
な
ら
ば
、
「
善
悪
」

は
鎌
倉
遺
文
八
一
八
一
）
文
治
二
年
の
源
頼
朝
書
状
、
或
い
は
保
元
物
語
の
例
以
前
に
は
現
在
そ
の
副
詞
用
法
の
例
を
見
ず
、
「
是
非
」
で
は

鎌
倉
達
文
八
一
六
六
三
）
建
永
二
年
の
源
空
書
状
以
前
に
副
詞
用
法
の
例
を
見
出
せ
な
い
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
善
悪
」
「
是
非
」
　
の
副
詞
用
法
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
例
が
あ
る
。

○
又
殊
不
子
細
候
者
、
付
刊
萄
圏
、
沙
汰
之
趣
を
能
≧
可
被
仰
下
候
、
（
鎌
倉
遺
文
八
九
六
二
四
）
清
原
国
重
書
状
・
文
永
三
年
）

○
宰
府
仁
天
京
都
之
仰
相
待
参
候
へ
く
候
、
蘭
画
沙
汰
之
趣
ヲ
巨
細
可
被
仰
下
候
、
（
同
右
八
九
六
二
三
）
清
原
国
重
申
状
・
文
永
三
年
）

右
は
清
原
国
重
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
文
書
二
通
の
中
に
見
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
前
者
が
「
付
干
善
悪
」
と
い
う
表
現
を
と

る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
「
善
悪
」
一
語
を
用
い
て
お
り
、
こ
の
「
善
悪
」
は
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
付

干
善
悪
」
と
い
う
所
謂
慣
用
句
表
現
と
見
ら
れ
る
表
現
を
省
略
し
た
形
で
　
「
善
悪
」
一
語
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
慣
用
句
表
現
の
省
略
、
又
、
意
味
の
上
で
は
慣
用
句
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
意
味
を
包
摂
し
て
生
ま
れ
た
も
の
が
「
善

悪
」
「
是
非
」
　
の
副
詞
用
法
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
「
善
悪
」
　
の
副
詞
用
法
に
見
ら
れ
た
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
・
否
定
表
現
を
伴
う
用

法
に
つ
い
て
は
、

○
若
景
遠
逃
散
之
後
、
通
消
息
対
面
テ
善
悪
二
付
テ
公
御
事
ヲ
申
シ
、
兼
又
景
速
力
離
寺
之
間
、
彼
力
物
具
一
塵
ヲ
モ
預
置
テ
不
預
由
ヲ
申

［
q
上
件
神
祇
冥
道
ノ
神
罰
冥
罰
近
三
日
遠
七
日
力
内
こ
、
覚
西
毎
毛
毎
二
可
当
賜
シ
、
（
平
安
遺
文
八
三
一
五
五
）
聖
人
覚
西
祭
文
・
永

暦
二
年
）

○
付
萄
圏
、
御
た
め
不
便
之
様
候
欺
、
（
鎌
倉
遺
文
八
五
四
三
二
）
清
原
満
定
書
状
・
延
応
元
年
）

○
御
方
違
行
幸
今
日
満
四
十
五
日
、
而
在
憲
朝
臣
申
云
、
去
朔
三
日
有
没
日
、
就
l
萄
圃
不
入
日
数
云
々
、
（
兵
範
記
・
仁
安
二
年
四
月
二
十
三

日
）

○
善
悪
に
つ
け
て
、
お
も
ひ
さ
た
め
た
る
事
な
し
、
（
鎌
倉
遺
文
八
一
四
六
三
）
源
空
書
状
・
元
久
元
年
）



の
よ
う
な
慣
用
句
表
現
の
省
略
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
又
、
「
是
非
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な

慣
用
句
表
現
が
副
詞
用
法
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

○
巳
及
当
日
、
刊
謝
剋
淵
、
於
今
日
事
者
、
可
排
済
由
、
依
皇
太
后
宮
令
旨
、
遣
仰
之
虞
、
（
兵
範
記
・
仁
安
三
年
十
一
月
三
日
）

○
今
剰
剣
淵
御
使
ヲ
達
て
、
件
男
ヲ
可
被
尋
之
由
、
五
郎
冠
者
之
許
、
書
状
相
具
し
て
申
御
返
事
候
了
、
（
鎌
倉
遺
文
八
一
二
六
三
）
某
書
状
・

建
仁
元
年
）

○
我
門
徒
二
張
本
ア
ラ
バ
、
不
利
謝
剣
淵
可
召
進
ト
、
吉
水
よ
り
ハ
被
仰
候
な
り
、
（
同
右
（
二
〇
一
八
）
某
書
状
・
建
暦
三
年
）

○
於
此
条
者
、
付
感
謝
可
蒙
上
裁
也
、
（
同
右
八
一
四
四
八
一
）
薬
師
丸
重
申
状
・
弘
安
四
年
）

和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
用
法
が
安
定
し
て
い
た
こ
の
時
期
に
、
命
令
・
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
を
有
す
る
「
善
悪
」
「
是
非
」
　
の
副
詞

用
法
が
新
た
に
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
意
味
の
面
で
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
は
異
な
っ
た
も
の
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
慣
用
句
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
、
「
よ
き
に
つ
け
あ
し
き
に
つ
け
」
「
よ
か
れ
あ
し
か
れ
」
「
と
に
も
か
く
に
も
」
と

い
う
意
味
が
副
詞
用
法
の
「
善
悪
」
「
是
非
」
に
は
存
し
て
お
り
、
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
意
味
と
は
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
で
は
表
現
し
切
れ
な
い
、
細
か
な
意
味
を
「
善
悪
」
「
是
非
」
が
よ

り
分
析
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
取
上
げ
た
「
善
悪
」
「
是
非
」
の
慣
用
句
表
現
各
々
に
つ
い
て
、
そ
の
慣
用
句
表
現
の
様
々
な
種
類
の
検
討
や
歴
史
的
な
位
置
付
け

等
、
考
究
す
べ
き
点
が
な
お
多
く
存
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
改
め
て
検
討
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

最
後
に
第
二
節
に
掲
げ
た
（
表
I
）
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
「
善
悪
」
「
是
非
」
の
副
詞
用
法
の
違
い
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い

と
思
う
。
（
表
I
）
に
ま
と
め
た
も
の
は
、
用
例
が
少
な
い
上
、
資
料
と
し
た
鎌
倉
遺
文
所
収
の
古
文
書
は
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
収
録
数
も
異

な
り
、
文
書
の
種
類
・
性
格
も
雑
多
で
あ
る
た
め
、
用
例
数
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
が
、
「
善
悪
」
　
の
副
詞
用
法
の

用
例
数
が
十
四
世
紀
に
入
っ
て
減
少
す
る
の
は
、
「
善
悪
」
　
の
副
詞
用
法
が
中
世
に
お
け
る
一
時
的
な
用
法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
「
是
非
」

漢
語
「
善
悪
」
　
「
是
非
」
　
「
決
定
」
　
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
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八

の
副
詞
用
法
が
十
三
世
紀
よ
り
や
や
増
加
の
傾
向
に
あ
る
の
は
、
現
代
語
に
存
す
る
「
是
非
」
　
の
副
詞
用
法
に
連
続
す
る
も
の
と
し
て
解
釈

で
き
そ
う
で
あ
る
。

六
　
お
　
わ
　
り
　
に

本
稿
で
は
、
中
世
前
半
期
に
お
け
る
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
四
語
の
副
詞
用
法
を

取
上
げ
、
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
比
較
し
っ
つ
検
討
し
て
き
た
。

「
決
定
」
「
必
定
」
　
に
つ
い
て
は
用
法
面
か
ら
の
考
察
を
軸
と
し
て
、
更
に
そ
の
語
の
使
用
場
面
を
考
慮
に
入
れ
た
検
討
の
結
果
、
「
決
定
」

「
必
定
」
は
所
謂
日
常
語
と
し
て
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
　
の
用
法
の
変
化
と
連
動
し
て
、
そ
の
本
来
の
用
法
を
変
化
さ
せ
「
カ
ナ
ラ
ズ
」

と
の
用
法
上
の
分
担
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
一
方
、
所
謂
仏
教
用
語
と
し
て
の
「
決
定
」
は
本
来
の
用
法
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

又
、
「
善
悪
」
「
是
非
」
　
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
面
か
ら
の
考
察
を
通
し
て
、
「
善
悪
」
「
是
非
」
　
の
副
詞
用
法
が
慣
用
句
表
現
か
ら
生
じ
た

新
し
い
用
法
で
あ
り
、
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
で
は
表
現
し
切
れ
な
い
細
か
な
意
味
を
分
析
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ

た
。本

稿
で
は
右
の
如
く
、
用
法
面
、
成
立
面
か
ら
の
考
察
を
中
心
と
し
た
た
め
、
各
々
の
漢
語
並
び
に
和
語
副
詞
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
の
関
係

を
意
味
の
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
充
分
で
は
な
い
。
今
後
は
、
こ
の
意
味
の
面
か
ら
詳
細
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
又
、
本
稿
で

は
考
察
の
対
象
時
期
を
中
世
前
半
期
と
い
う
狭
い
時
代
に
限
定
し
た
た
め
に
、
中
世
後
半
期
に
は
全
く
立
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
中

世
後
半
期
に
は
「
治
定
」
「
多
分
」
の
如
き
類
義
の
漢
語
副
詞
が
存
し
、
更
に
「
き
っ
と
」
の
よ
う
な
副
詞
も
登
場
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
新
興

の
副
詞
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
「
決
定
」
「
必
定
」
の
こ
の
よ
う
な
用
法
の
変
化
の
行
末
を
考
察
す
る
こ
と
も
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

ま
た
、
本
考
察
に
よ
っ
て
新
た
に
浮
び
上
っ
て
き
た
問
題
点
・
課
題
と
し
て
漢
語
使
用
に
お
け
る
場
面
性
と
用
法
と
の
関
係
と
い
う
問
題

が
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
本
稿
で
名
付
け
た
、
仏
教
用
語
と
し
て
の
「
決
定
」
、
日
常
語
と
し
て
の
「
決
定
」
の
如
き
把
え
方
が
妥
当
な
も
の
で



あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
他
の
ど
の
よ
う
な
漢
語
に
つ
い
て
指
摘
し
得
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
日
常
語
と
漢
語
と
の
関
係
を
考
究

し
て
い
く
上
で
の
一
つ
の
視
点
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
本
邦
の
漢
語
の
意
味
・
用
法
の
変
化
と
い
う
問
題
に
お
い

て
、
慣
用
句
表
現
が
ど
の
よ
う
に
関
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
漢
語
の
歴
史
研
究
上
の
重
要
な
課
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。注

（
1
）
　
調
査
し
た
公
家
日
記
・
古
文
書
類
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
掲
げ
る
用
例
数
は
一
回
だ
け
の
調
査
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

貞
信
公
記
（
大
日
本
古
記
録
所
収
・
岩
波
書
店
）
・
九
暦
（
同
上
）
・
小
右
記
（
同
上
）
・
御
堂
関
白
記
（
同
上
）
・
後
二
傑
師
通
記
（
同
上
）
・
殿

暦
（
同
上
）
・
岡
屋
関
白
記
（
同
上
）
・
権
記
（
増
補
史
料
大
成
所
収
・
臨
川
書
店
）
・
春
記
（
同
上
）
・
水
左
記
（
同
上
）
・
帥
記
（
同
上
）
・
中
右

記
（
同
上
）
・
永
昌
記
（
同
上
）
・
長
秋
記
（
同
上
）
・
台
記
（
同
上
）
・
兵
範
記
（
同
上
）
・
山
塊
記
（
増
補
続
史
料
大
成
所
収
・
臨
川
書
店
）
・
吉

記
（
同
上
）
・
吉
続
記
（
同
上
）
・
勘
仲
記
（
同
上
）
・
玉
葉
（
国
書
刊
行
会
）
・
明
月
記
（
同
上
）
・
玉
薬
（
今
川
文
雄
校
訂
・
思
文
閣
出
版
）
・
平

安
遺
文
（
竹
内
理
三
編
・
東
京
堂
出
版
）
・
鎌
倉
遺
文
（
同
上
）

（
2
）
　
拙
稿
「
漢
語
「
一
定
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
」
鎌
倉
時
代
語
研
究
第
十
二
韓
、
平
成
元
年
七
月
。

（
3
）
　
本
稿
で
は
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
が
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
他
に
、
「
是
非
ニ
」
「
是
非
ト
モ
」
「
決
定
シ
テ
」
「
必
定
シ

テ
」
　
の
よ
う
な
例
も
副
詞
用
法
の
例
と
し
て
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
漢
語
に
助
詞
等
が
下
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の

と
、
漢
語
単
独
で
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
と
の
歴
史
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
田
富
棋
氏
の
「
漢
語
副
詞
の
変
遷
」
　
（
国
語
語
彙
史
の

研
究
　
四
、
昭
和
五
十
八
年
五
月
）
　
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
「
決
定
シ
テ
」
と
「
決
定
」
、
「
必
定
シ
テ
」
と
「
必
定
」
の
よ
う

な
関
係
に
つ
い
て
は
、
位
相
面
の
検
討
も
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
助
詞
・
助
動
詞
が
表
記
さ
れ
に
く
い
和
化
漢
文
資
料
に
お
い

て
は
、
こ
の
間
題
を
考
究
す
る
際
、
大
き
な
困
難
が
あ
る
と
言
え
る
。

（
4
）
　
中
世
軍
記
物
語
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
　
（
以
下
も
同
じ
）
。

保
元
物
語
（
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
・
岩
波
書
店
）
・
平
治
物
語
（
同
上
）
・
曽
我
物
語
（
同
上
）
・
太
平
記
（
同
上
）
・
義
経
記
（
同
上
）
・
延

慶
本
平
家
物
語
　
（
汲
古
書
院
）

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
　
「
決
定
」
　
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
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鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

な
お
延
慶
本
平
家
物
語
で
は
副
詞
用
法
の
「
善
悪
」
が
挙
例
し
た
三
例
の
他
に
三
例
存
し
、
い
ず
れ
も
下
に
意
志
表
現
を
伴
っ
て
い
る
。

今
昔
物
語
集
は
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
の
本
文
に
よ
っ
た
。

橋
本
博
幸
「
漢
文
訓
読
語
の
国
語
文
へ
の
受
容
－
　
「
サ
タ
メ
テ
」
の
場
合
－
」
訓
点
語
と
訓
点
資
料
第
八
十
四
韓
、
平
成
二
年
六
月
。

訓
点
資
料
に
よ
れ
ば
、
「
必
」
の
字
の
他
に
「
要
」
字
に
も
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
が
付
訓
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
又
、
三
巻
本
色
葉
字
類
抄
に
は
「
必
」

「
要
」
「
合
」
「
須
」
「
司
」
他
の
漢
字
が
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
と
し
て
登
載
さ
れ
て
い
る
（
「
必
」
「
要
」
に
合
点
が
付
さ
れ
る
）
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
公
家
日
記
・
古
文
書
類
に
お
い
て
「
要
」
他
の
字
が
「
カ
ナ
ラ
ズ
」
訓
を
担
う
漢
字
で
あ
る
の
か
否
か
、
当
然
検
討
の
要
が
存
す
る
の
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
「
必
」
字
の
み
に
限
定
し
て
調
査
し
た
。

（
8
）
　
注
（
2
）
　
文
献
。

（
9
）
　
補
読
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
例
を
断
定
表
現
を
伴
う
用
法
と
し
て
処
理
し
た
（
以
下
も
同

じ）。

（
1
0
）
　
往
生
要
集
の
他
に
も
、
日
本
往
生
極
楽
記
に
二
例
、
大
日
本
国
法
華
経
験
記
に
九
例
が
見
ら
れ
る
（
い
ず
れ
も
日
本
思
想
大
系
所
収
の
本
文
に
よ

る）。

（
1
1
）
　
以
下
仏
書
の
訓
点
に
よ
る
引
用
例
は
次
の
請
書
に
よ
る
。

○
立
本
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
・
同
仏
説
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
（
「
立
本
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
古
点
」
門
前
正
彦
、
訓
点
語
と
訓
点
資
料
別
刊
第
四
、
昭

和
四
十
三
年
十
二
月
）
。

○
龍
光
院
蔵
妙
法
蓮
華
経
（
『
訓
点
資
料
の
研
究
』
大
坪
併
治
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
）
。

○
高
山
寺
蔵
大
嶋
應
遮
那
成
彿
経
疏
永
保
点
（
高
山
寺
資
料
叢
書
第
十
五
冊
『
高
山
寺
古
訓
点
資
料
第
三
』
昭
和
六
十
一
年
二
月
）
。

○
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
平
安
初
期
点
（
『
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』
春
日
政
治
、
昭
和
十
七
年
）
。

○
妙
一
記
念
館
蔵
仮
名
書
き
法
華
経
（
『
妙
一
記
念
館
本
仮
名
書
き
法
華
経
』
中
田
祝
大
福
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
）
。

○
最
明
寺
本
往
生
要
集
（
『
最
明
寺
本
往
生
要
集
影
印
篇
』
築
島
裕
他
編
、
昭
和
六
十
三
年
六
月
）
。

（
1
2
）
　
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
論
語
抄
（
室
町
末
近
世
初
頃
書
写
）
　
に
は
次
の
例
が
あ
る
。

○
ソ
コ
ヲ
決
定
サ
セ
マ
イ
為
こ
　
（
巻
二
5
オ
（
『
論
語
抄
の
国
語
学
的
研
究
』
坂
詰
力
治
、
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
に
よ
る
）
）

こ
の
例
は
仏
教
と
は
関
係
の
な
い
場
面
で
の
意
志
表
現
を
伴
う
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
第
十
五
回
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
夏
期
研
究
集
会
（
平
成
二
年
八
月
十
二
日
）
及
び
第
六
十
三
回
訓
点
語
学
会
研
究
発
表
会
（
平
成
二

年
十
月
十
九
日
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
又
そ
の
他
の
折
に
、
小
林
芳
規
先
生
・
佐
藤
武
義
氏
・

塚
原
鉄
雄
氏
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
方
々
よ
り
有
益
な
御
意
見
を
賜
っ
た
。
記
し
て
深
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

漢
語
「
善
悪
」
「
是
非
」
「
決
定
」
「
必
定
」
　
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て




